
地区計画・建築協定

協定締結等に関する合意

法70条 法69条

建築協定の締結

土地の所有者等

全員の合意 必要

※ただし 借地部分

「土地の所有者以外の土地の所
有者等」（借地権者）

全員の合意があればOK

土地の所有者の合意　不要

建築協定の変更
土地の所有者等の 全員の合意

認可の手続きに準じる

建築協定の廃止 土地の所有者等の 過半数の合意

建築協定の許可の申請

法70条

特定行政庁
←許可を申請

↑土地の所有者等

建築協定書

建築協定区域

建築物に関する基準

協定の有効期間

協定違反の措置

建築協定区域隣接地

↓↓建築協定書に
定めることができる

建築協定区域に隣接した土地

建築協定区域の一部になること
を「土地の所有者等」が希望

建築協定の締結

法69条

市町村 建築協定
締結できる旨

条例で定めることができる

目的 高度に維持増進
住宅地としての環境

商店街として利便性

定める基準

敷地 位置 構造

用途 形態 意匠

建築設備

土地の所有者等

土地の所有者

借地権
☜建築物の
所有を目的とする→

地上権

賃借権

建築協定のその他の規定

法70条3項、法74条

公告のあった日
以後において土地の所有者とな
ったもの 効力を有する

土地の所有者等は いつでも

建築協定の認可等の
公告あった日以後

土地所有者等の 全員の合意

特定行政庁に対して書面でその
意思を表示

建築協定に加わることができる

一人でも建築協定を定めること
ができる

※ただし

認可の日から3年以内に

土地の所有者等が２人以上とな
った時から効力を有する

建築協定の効力
建築物の借主

及ぶことがある


